
議案第 61号  

 

 

西脇市税条例等の一部を改正する条例の制定について  

 

 

西脇市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

 

令和３年９月１日  

 

 

西脇市長  片  山  象  三    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、西脇市税条例等

を改正する必要が生じたため。  

 

 

 



 
 

 
西

脇
市

税
条

例
等

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

 

   
（

西
脇

市
税

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
１

条
 

西
脇

市
税

条
例

（
平

成
1
7
年

西
脇

市
条

例
第

8
8
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
個
人
の
市
民
税
の
非
課
税
の
範
囲
）
 

第
24
条
 
（
略
）
 

２
 
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
す
る
者
で
均
等
割
の
み
を
課
す
べ
き
も
の
の
う
ち
、
前
年
の
合

 
計
所
得
金
額
が
28
万
円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
（
年
齢
16
歳
未
満
の

 
者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
に
１
を
加
え

 
た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
10
万
円
を
加
算
し
た
金
額
（
そ
の
者
が
同
一
生
計
配
偶
者
又
は

 
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に
 1
68
,0
00
円
を
加
算
し
た
金
額
）
以
下
で
あ

 
る
者
に
対
し
て
は
、
均
等
割
を
課
さ
な
い
。
 

 
（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
）
 

第
36
条
の
３
の
３
 
所
得
税
法
第
 2
03
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告

 
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年

 
金
等
（
所
得
税
法
第
 2
03
条
の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に

 
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
扶
養
親
族
（
年
齢

 
16
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」

 
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き

 
所
得
税
法
第
 2
03
条
の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お

 
い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年

初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け

 
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

 
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

 
い
。
 

 
⑴
～
⑶
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

 
 
 
附
 
則
 

 
（
個
人
の
市
民
税
の
所
得
割
の
非
課
税
の
範
囲
等
）
 

第
５
条
 
当
分
の
間
、
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
べ
き
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
前
年
の
所
得
に

 
つ
い
て
第
33
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金

 
額
の
合
計
額
が
、
35
万
円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
（
年
齢
16
歳
未
満

 
の
者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
に
１
を
加

 
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
10
万
円
を
加
算
し
た
金
額
（
そ
の
者
が
同
一
生
計
配
偶
者
又

 
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に
32
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
以
下
で
あ
る

 
者
に
対
し
て
は
、
第
23
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
得
割
（
分
離
課
税
に
係
る
所

 
得
割
を
除
く
。
）
を
課
さ
な
い
。
 

 

 
（
個
人
の
市
民
税
の
非
課
税
の
範
囲
）
 

第
24
条
 
（
略
）
 

２
 
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
す
る
者
で
均
等
割
の
み
を
課
す
べ
き
も
の
の
う
ち
、
前
年
の
合
 

 
計
所
得
金
額
が
28
万
円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
数
に
１
を
加
え
た
 

 
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
10
万
円
を
加
算
し
た
金
額
（
そ
の
者
が
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
 

 
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に
 1
68
,0
00
円
を
加
算
し
た
金
額
）
以
下
で
あ
る
 

 
者
に
対
し
て
は
、
均
等
割
を
課
さ
な
い
。
 

  
（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
）
 

第
36
条
の
３
の
３
 
所
得
税
法
第
 2
03
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
 

 
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
 

 
金
等
（
所
得
税
法
第
 2
03
条
の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
 

 
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
扶
養
親
族
（
控
除
 

 
対
象
扶
養
親
族
を
除
く
。
）
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」

 
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
 

 
所
得
税
法
第
 2
03
条
の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
 

 
い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年

初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
 

 
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
 

 
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

 
い
。
 

 
⑴
～
⑶
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

 
 
 
附
 
則
 

 
（
個
人
の
市
民
税
の
所
得
割
の
非
課
税
の
範
囲
等
）
 

第
５
条
 
当
分
の
間
、
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
べ
き
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
前
年
の
所
得
に
 

 
つ
い
て
第
33
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
 

 
額
の
合
計
額
が
、
35
万
円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
数
に
１
を
加
え
 

 
た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
10
万
円
を
加
算
し
た
金
額
（
そ
の
者
が
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
 

 
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に
32
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
以
下
で
あ
る
者
 

 
に
対
し
て
は
、
第
23
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
得
割
（
分
離
課
税
に
係
る
所
得
 

 
割
を
除
く
。
）
を
課
さ
な
い
。
 

  



 ２
・
３
 
（
略
）
 

 
（
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
）
 

第
６
条
 
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
９
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附

 
則
第
４
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
34
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
控

 
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条

 
第
１
項
（
第
２
号
を
除
く
。
）
」
と
、
「
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第
４

 
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
 3
14
条
の
２
第
１
項
（
第
２

 
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

２
・
３
 
（
略
）
 

 
（
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
）
 

第
６
条
 
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
 

 
則
第
４
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
34
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
控
 

 
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
 

 
第
１
項
（
第
２
号
を
除
く
。
）
」
と
、
「
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第
４
 

 
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
 3
14
条
の
２
第
１
項
（
第
２
 

 
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

 
（

西
脇

市
税

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
２

条
 

西
脇

市
税

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

令
和

２
年

西
脇

市
条

例
第

2
8
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

 第
２
条
 
西
脇
市
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

改
正
後

改
正
前

  
 
 
附
 
則
 

（
納
期
限
の
延
長
に
係
る
延
滞
金
の
特
例
）

第
４
条
 
当
分
の
間
、
日
本
銀
行
法
（
平
成
 

９
年
法
律
第
89
号
）
第
15
条
第
１
項
（
第
 

１
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
 

よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
 

率
が
年
 5
.5
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
定
め
 

ら
れ
る
日
か
ら
そ
の
後
年
 5
.5
パ
ー
セ
ン
 

ト
以
下
に
定
め
ら
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の
 

期
間
（
当
該
期
間
内
に
前
条
第
２
項
の
規
 

定
に
よ
り
第
52
条
第
１
項
に
規
定
す
る
延
 

滞
金
の
割
合
を
前
条
第
２
項
に
規
定
す
る
 

加
算
し
た
割
合
と
す
る
年
に
含
ま
れ
る
期
 

間
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
期
間
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
期
間
」
と
 

い
う
。
）
内
（
法
人
税
法
第
75
条
の
２
第
 

１
項
（
同
法
第
 1
44
条
の
８
に
お
い
て
準
 

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
 

延
長
さ
れ
た
法
第
 3
21
条
の
８
第
１
項
に
 

規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
が
当
該
年
 

5.
5パ

ー
セ
ン
ト
以
下
に
定
め
ら
れ
る
日
 

以
後
に
到
来
す
る
こ
と
と
な
る
市
民
税
に
 

係
る
申
告
基
準
日
が
特
例
期
間
内
に
到
来
 

  
 
 
附
 
則
 

（
納
期
限
の
延
長
に
係
る
延
滞
金
の
特
例
）

第
４
条
 
当
分
の
間
、
日
本
銀
行
法
（
平
成

９
年
法
律
第
89
号
）
第
15
条
第
１
項
（
第

１
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引

率
が
年
 5
.5
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
定
め

ら
れ
る
日
か
ら
そ
の
後
年
 5
.5
パ
ー
セ
ン

ト
以
下
に
定
め
ら
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の

期
間
（
当
該
期
間
内
に
前
条
第
２
項
の
規

定
に
よ
り
第
52
条
第
１
項
及
び
第
４
項
に

規
定
す
る
延
滞
金
の
割
合
を
前
条
第
２
項

に
規
定
す
る
加
算
し
た
割
合
と
す
る
年
に

含
ま
れ
る
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

期
間
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
 

「
特
例
期
間
」
と
い
う
。
）
内
（
法
人
税

法
第
75
条
の
２
第
１
項
（
同
法
第
 1
44
条

の
８
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
法
第
 3
21
条

の
８
第
１
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出

期
限
又
は
法
人
税
法
第
81
条
の
24
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
法
第
 3
21
条

の
８
第
４
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出

 

第
２
条
 
西
脇
市
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

改
正
後

改
正
前

 
 
 
附
 
則
 

（
納
期
限
の
延
長
に
係
る
延
滞
金
の
特
例
）

第
４
条
 
当
分
の
間
、
日
本
銀
行
法
（
平
成

９
年
法
律
第
89
号
）
第
15
条
第
１
項
（
第

１
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引

率
が
年
 5
.5
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
定
め

ら
れ
る
日
か
ら
そ
の
後
年
 5
.5
パ
ー
セ
ン

ト
以
下
に
定
め
ら
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の

期
間
（
当
該
期
間
内
に
前
条
第
２
項
の
規

定
に
よ
り
第
52
条
第
１
項
に
規
定
す
る
延

滞
金
の
割
合
を
前
条
第
２
項
に
規
定
す
る

加
算
し
た
割
合
と
す
る
年
に
含
ま
れ
る
期

間
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
期
間
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
期
間
」
と

い
う
。
）
内
（
法
人
税
法
第
75
条
の
２
第

１
項
（
同
法
第
 1
44
条
の
８
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

延
長
さ
れ
た
法
第
 3
21
条
の
８
第
１
項
に

規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
が
当
該
年

5.
5パ

ー
セ
ン
ト
以
下
に
定
め
ら
れ
る
日

以
後
に
到
来
す
る
こ
と
と
な
る
市
民
税
に

係
る
申
告
基
準
日
が
特
例
期
間
内
に
到
来

 
 
 
附
 
則
 

（
納
期
限
の
延
長
に
係
る
延
滞
金
の
特
例
）

第
４
条
 
当
分
の
間
、
日
本
銀
行
法
（
平
成
 

９
年
法
律
第
89
号
）
第
15
条
第
１
項
（
第
 

１
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
 

よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
 

率
が
年
 5
.5
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
定
め
 

ら
れ
る
日
か
ら
そ
の
後
年
 5
.5
パ
ー
セ
ン
 

ト
以
下
に
定
め
ら
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の
 

期
間
（
当
該
期
間
内
に
前
条
第
２
項
の
規
 

定
に
よ
り
第
52
条
第
１
項
及
び
第
４
項
に
 

規
定
す
る
延
滞
金
の
割
合
を
前
条
第
２
項
 

に
規
定
す
る
加
算
し
た
割
合
と
す
る
年
に
 

含
ま
れ
る
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
 

期
間
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
 

「
特
例
期
間
」
と
い
う
。
）
内
（
法
人
税
 

法
第
75
条
の
２
第
１
項
（
同
法
第
 1
44
条
 

の
８
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
法
第
 3
21
条
 

の
８
第
１
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
 

期
限
又
は
法
人
税
法
第
81
条
の
24
第
１
項
 

の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
法
第
 3
21
条
 

の
８
第
４
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
 

 



 

す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
市
民
税
に
係
る
 

第
52
条
の
規
定
に
よ
る
延
滞
金
に
あ
っ
て
 

は
、
当
該
年
 5
.5
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
 

定
め
ら
れ
る
日
か
ら
当
該
延
長
さ
れ
た
申
 

告
書
の
提
出
期
限
ま
で
の
期
間
内
）
は
、
 

特
例
期
間
内
に
そ
の
申
告
基
準
日
の
到
来
 

す
る
市
民
税
に
係
る
第
52
条
第
１
項
に
規
 

定
す
る
延
滞
金
の
年
 7
.3
パ
ー
セ
ン
ト
の
 

割
合
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
及
び
前
条
第
２
 

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
年
 7
.3
 

パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
と
当
該
申
告
基
準
日
 

に
お
け
る
当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
 

の
う
ち
年
 5
.5
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
 

え
る
部
分
の
割
合
を
年
0.
25
パ
ー
セ
ン
ト
 

の
割
合
で
除
し
て
得
た
数
を
年
0.
73
パ
ー
 

セ
ン
ト
の
割
合
に
乗
じ
て
計
算
し
た
割
合
 

と
を
合
計
し
た
割
合
（
当
該
合
計
し
た
割
 

合
が
年
12
.7
75
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
 

え
る
場
合
に
は
、
年
12
.7
75
パ
ー
セ
ン
ト
 

の
割
合
）
と
す
る
。
 

    
２
 
（
略
）
 

 

期
限
が
当
該
年

5.
5パ

ー
セ
ン
ト
以
下
に

定
め
ら
れ
る
日
以
後
に
到
来
す
る
こ
と
と

な
る
市
民
税
に
係
る
申
告
基
準
日
が
特
例

期
間
内
に
到
来
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

市
民
税
に
係
る
第
52
条
の
規
定
に
よ
る
延

滞
金
に
あ
っ
て
は
、
当
該
年
 5
.5
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
て
定
め
ら
れ
る
日
か
ら
当
該

延
長
さ
れ
た
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
の

期
間
内
）
は
、
特
例
期
間
内
に
そ
の
申
告

基
準
日
の
到
来
す
る
市
民
税
に
係
る
第
52

条
第
１
項
及
び
第
４
項
に
規
定
す
る
延
滞

金
の
年
 7
.3
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
及
び
前
条
第
２
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
年
 7
.3
パ
ー
セ
ン
ト

の
割
合
と
当
該
申
告
基
準
日
に
お
け
る
当

該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
の
う
ち
年
 

5.
5パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
部
分

の
割
合
を
年
0.
25
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で

除
し
て
得
た
数
を
年
0.
73
パ
ー
セ
ン
ト
の

割
合
に
乗
じ
て
計
算
し
た
割
合
と
を
合
計

し
た
割
合
（
当
該
合
計
し
た
割
合
が
年
 

12
.7
75
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場

合
に
は
、
年
12
.7
75
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
）

と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

 
 

 

す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
市
民
税
に
係
る

第
52
条
の
規
定
に
よ
る
延
滞
金
に
あ
っ
て

は
、
当
該
年
 5
.5
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て

定
め
ら
れ
る
日
か
ら
当
該
延
長
さ
れ
た
申

告
書
の
提
出
期
限
ま
で
の
期
間
内
）
は
、

特
例
期
間
内
に
そ
の
申
告
基
準
日
の
到
来

す
る
市
民
税
に
係
る
第
52
条
第
１
項
及
び

第
４
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
年
 7
.3
パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
及

び
前
条
第
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
年
 7
.3
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
と
当
該

申
告
基
準
日
に
お
け
る
当
該
商
業
手
形
の

基
準
割
引
率
の
う
ち
年
 5
.5
パ
ー
セ
ン
ト

の
割
合
を
超
え
る
部
分
の
割
合
を
年
0.
25

パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
除
し
て
得
た
数
を

年
0.
73
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
乗
じ
て
計

算
し
た
割
合
と
を
合
計
し
た
割
合
（
当
該

合
計
し
た
割
合
が
年
12
.7
75
パ
ー
セ
ン
ト

の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は
、
年
12
.7
75

パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
）
と
す
る
。
 

    
２
 
（
略
）
 

 

期
限
が
当
該
年

5.
5パ

ー
セ
ン
ト
以
下
に
 

定
め
ら
れ
る
日
以
後
に
到
来
す
る
こ
と
と
 

な
る
市
民
税
に
係
る
申
告
基
準
日
が
特
例
 

期
間
内
に
到
来
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
 

市
民
税
に
係
る
第
52
条
の
規
定
に
よ
る
延
 

滞
金
に
あ
っ
て
は
、
当
該
年
 5
.5
パ
ー
セ
 

ン
ト
を
超
え
て
定
め
ら
れ
る
日
か
ら
当
該
 

延
長
さ
れ
た
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
の
 

期
間
内
）
は
、
特
例
期
間
内
に
そ
の
申
告
 

基
準
日
の
到
来
す
る
市
民
税
に
係
る
第
52
 

条
第
１
項
及
び
第
４
項
に
規
定
す
る
延
滞
 

金
の
年
 7
.3
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
こ
 

れ
ら
の
規
定
及
び
前
条
第
２
項
の
規
定
に
 

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
年
 7
.3
パ
ー
セ
ン
ト
 

の
割
合
と
当
該
申
告
基
準
日
に
お
け
る
当
 

該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
の
う
ち
年
 

5.
5パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
部
分
 

の
割
合
を
年
0.
25
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
 

除
し
て
得
た
数
を
年
0.
73
パ
ー
セ
ン
ト
の
 

割
合
に
乗
じ
て
計
算
し
た
割
合
と
を
合
計
 

し
た
割
合
（
当
該
合
計
し
た
割
合
が
年
 

12
.7
75
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
 

合
に
は
、
年
12
.7
75
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
）

と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

 

 

  
 

 
附

 
則

 

 
（

施
行

期
日

）
 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

４
年

１
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
規

定
は

、
当

該
各

号
に

定
め

る
日

か
ら

施
行

す
 

 
る

。
 

 
⑴

 
第

２
条

の
規

定
 

公
布

の
日

 

 
⑵

 
第

１
条

中
西

脇
市

税
条

例
第

2
4
条

第
２

項
及

び
第

3
6
条

の
３

の
３

第
１

項
の

改
正

規
定

並
び

に
同

条
例

附
則

第
５

条
第

１
項

の
改

正
規

定
 

 
 

 
令

和
６

年
１

月
１

日
 

 
（

市
民

税
に

関
す

る
経

過
措

置
）

 

第
２

条
 

前
条

第
２

号
に

掲
げ

る
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

西
脇

市
税

条
例

の
規

定
中

個
人

の
市

民
税

に
関

す
る

部
分

は
、

令
和

６
年

度
以

後
の

年
 

 
度

分
の

個
人

の
市

民
税

に
つ

い
て

適
用

し
、

令
和

５
年

度
分

ま
で

の
個

人
の

市
民

税
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 


